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日比谷公園旧公園資料館等保存・活用事業実施協定書（案） 

       

 東京都（以下「都」という。）と●（以下「事業者」という。）は、日比谷公園旧公園資料

館等保存・活用事業（以下「本事業」という。）の実施に関して、以下の各条項に記載のと

おり合意し、日比谷公園旧公園資料館等保存・活用事業実施協定（以下「本協定」という。）

を締結する。 

 

第１章 総則 

第１条 目的等 

本協定は、日比谷公園旧公園資料館の優れた文化的、歴史的価値を活かし、魅力ある公園

施設として保存し、利活用を図るため、都と事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施す

るために必要な事項を定めるとともに、都が都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第 5 条

第 1 項に基づき行う管理許可等の基本事項を事前に定めることを目的とする。 

2 事業者は、本事業を実施するに当たり、日比谷公園旧公園資料館保存・活用事業者募集 

 要項及び本事業の応募時に都に提出した事業計画（以下「事業計画」という。）に準拠す 

 るとともに、都市公園法、東京都立公園条例（昭和 31 年条例第 107 号）等関係法令を遵 

 守するものとする。 

 

第２条 定義 

本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙１

「用語の定義」に定めるとおりとする。 

 

第３条  本事業の概要  

本事業は、旧公園資料館及び旧図書棟の修復工事及び内部造作工事を行った後、適切に保

存し、管理許可エリア及び維持管理エリアから構成される事業対象エリアにおける管理運

営、維持管理、これらに付随し、関連する事業により構成されるものとする。 

 

第４条 旧公園資料館の管理目的等 

事業者は、都に提出した事業計画にもとづき、旧公園資料館を事業者の主たる事業目的と

併せ、無料休憩所、公園に関する資料展示コーナー及び多目的ホール等として本事業の趣旨

に沿って使用するものとし、旧公園資料館の使用目的の変更はできないものとする。 

 

第５条 文化財の取扱い 

事業者は、旧公園資料館が東京都有形文化財に指定されていることを踏まえ、取扱いに留
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意し、文化財保護法（昭和 25 年法律第 2１4 号）、東京都文化財保護条例（昭和 30 年東京

都条例第 18 号）及び関係法令に準拠し、本事業を実施するものとする。 

 

第６条 事業日程 

本事業は、原則として別紙２「本事業期間」の事業日程に従って実施するものとする。 

２ 本協定に別途記載されている場合を除き、事業日程を変更する場合は、別紙２を再提出 

 した上で、都と事業者との合意手続は、別紙 2 の再提出及び都と事業者との合意により 

 成立することとする。 

３ 事業者は、本件業務に遅延が生じる場合においては、遅延を軽減するために必要な措置 

 を講じ、損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

第７条 事業者の資金調達 

本事業に関連する一切の費用は、本協定に別途記載がある場合を除き、全て事業者が負担

するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は全て事業者が自己の責任において

行うものとする。 

 

第８条 第三者に生じた損害 

事業者が本件業務を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、

本協定に別途記載されている場合を除き、事業者がその損害を賠償しなければならない。た

だし、当該損害のうち、都の責めに帰すべき事由により生じた損害については、都がこれを

負担する。 

２ 事業者による本件業務の実施に関し、不可抗力等により第三者に損害が発生した場合

の取扱いは、本協定別途記載されている場合を除き、第７章の規定に従う。 

 

第９条 付保 

事業者は、本件業務の実施に関し、施設賠償責任保険その他の保険に加入し、その保険料

を負担する。 

2 事業者は、前項により加入した保険の保険証券の写し又はこれに代わるものとして都が 

 認めたものを、加入後速やかに都に提出しなければならない。 

3 本協定において事業者に生じた増加費用または損害の負担に関し、都と事業者が協議す      

 るものとされている事項については、事業者が付保した保険によって保険金の請求が可  

 能な場合、まず保険金を費用や損害に充てるものとする。 

 

第１０条 土地の契約不適合 

事業対象エリアにおいて土壌汚染が発見され、汚染物の除去が必要となった場合には、増

加費用又は損害の負担について、都と事業者で協議するものとする。 
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２ 新たに発見された地中埋設物等により修復工事、内部造作工事の設計図書又は施工条  

 件が変更されたことに伴い、工期の変更、工事の一時中止、又は増加費用又は損害が生じ 

 た場合の負担については、都と事業者で協議するものとする。 

３ 土地の契約不適合により本事業の遂行が困難となった場合には、事業者は、その内容の 

 詳細を記載した書面をもって、直ちに都に対し通知しなければならない。 

４ 前項の通知があった場合、都及び事業者は、対応方針について協議するものとする。 

５ 前項の措置を講じてもなお、土地の契約不適合により、本事業の継続が不能又は著しく 

 困難となったときは、都及び事業者は、都と事業者で協議の上、本協定を解除することが 

 できるものとする。 

６ 前項に基づき本協定を解除した場合、解除により生じた増加費用又は損害の負担につ 

 いては、都と事業者で協議するものとする。 

 

第１１条 建物の契約不適合 

旧公園資料館及び旧図書棟内部に本協定締結後に発見された腐食、朽廃により、修復工事、

内部造作工事の設計図書又は施工条件が変更されたことに伴い、工期の変更、工事の一時中

止、増加費用又は損害が生じた場合の負担については、都と事業者で協議するものとする。 

２ 運営期間及び原状回復期間に、旧公園資料館及び旧図書棟内部に腐食、朽廃が発見され、 

 旧公園資料館及び旧図書棟の修繕が必要となった場合、修繕費用の負担、修繕の実施につ 

 いては都と事業者において協議するものとする。 

３ 第２項において、修繕の実施により、事業者が事業を休止する等して事業者に損害が発 

 生した場合、都の責めに帰すべき事由がある場合のみ、事業者は都に損害賠償を請求でき

るものとする。 

 

第２章 測量及び設計 

第１２条 測量 

事業者は、本協定締結後速やかに、事業者の負担において維持管理エリアの測量を実施し、

都と相互確認の上、範囲及び面積を定めるものとする。 

２ 事業者は、維持管理エリアの測量を行うに当たっては、適宜、都と協議を行うものとす 

 る。 

３ 事業者は、測量の結果を、遅滞なく都に報告するものとする。 

 

第３章 修復工事 

第１３条 修復工事における設計 

 旧公園資料館及び旧図書棟の修復工事については、事業者は都の提供する設計図書に従
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って施工を行うものとする。 

 

第１４条 施工計画書 

事業者は、修復工事の着工前に施工計画書（工事全体工程表を含む）を都に提出し、都の

承認を得ることとする。 

２ 事業者は、修復工事の施工に当たっては、文化財実務経験者から指導助言を得るものと 

 する。 

 

第１５条 占用許可 

事業者は、修復工事を実施するに当たり、都市公園法第６条第１項に基づく占用許可を都

に対して申請し、許可を得るものとする。 

２ 前項の占用許可の期間は修復工事期間中とする。 

３ 都は、前項の占用期間中の占用料については、全額免除するものとする。 

 

第１６条 修復工事 

事業者は、都の提供する設計図書及び第 14 条に規定する施工計画書に従って、修復工事

を行うものとする。 

２ 事業者は、都が指定する仕様と同等以上の仕様で修復工事を行うものとする。 

３ 事業者は、修復工事の着工後、次項の事由が生じた場合、都と協議し、都の承諾を得た

場合に限り、設計図書を変更することができる。 

４ 前項の規定に基づき、事業者が設計変更を行う場合で、当該変更により追加的な費用が

発生したときは、次の各号記載のとおりとする。 

(1) 都の責めに帰すべき事由（①都の指示又は請求（事業者の責めに帰すべき事由に起因

する場合を除く。）、②都による設計図書等の変更（事業者の責めに帰すべき事由に起因

する場合を除く。））により、増加費用又は損害が発生した場合、都は、事業者と協議の

上、当該増加費用又は損害を負担する。 

(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当

該増加費用又は当該損害を負担する。 

(3) 新たに発見された旧公園資料館及び旧図書棟の腐朽、劣化等により事業者に生じた増

加費用又は損害の負担については、都と事業者で協議するものとする。 

 

第１７条 工事責任者の設置及び修復工事の手順 

事業者は、修復工事の着手前に、建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者を工事施

工会社に設置させ、都に報告しなければならない。主任技術者又は監理技術者は、全ての

工事現場の運営・監理を行い、都に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場
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にかかる都の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これ

を遂行する責務を負う。 

２ 事業者は、建築基準法及び建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）に規定される工事監理 

 者の設置が必要な工事については、一級建築士を工事監理業務にあたらせるものとし、そ 

 れ以外の工事については、工事内容に応じた適切な工事監理を行わせるものとする。 

３ 事業者は、修復工事を実施するに当たり、工事施工会社に建設業法（昭和 24 年法律第 

 100 号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（平成 12 

 年法律第 104 号）等関係法令を遵守させるとともに、最新の東京都建築工事標準仕様書 

 等を準用させるほか、関係機関からの指導に従い修復工事を施工させるものとする。 

４ 事業者は、修復工事期間中は施工監理記録簿、施工状況写真等の記録をとるものとする。 

５ 事業者が、修復工事を開始又は完了したときは、別紙５の工事着手届又は完了届にて、 

 その旨を速やかに都に届け出るものとする。 

６ 事業者は修復工事を行うに当たり、都が指示した事項に服するものとし、また、設計図 

 書、施工計画と実際の修復工事実施状況と相違が生じた場合など重要事項が発生した場 

 合は、速やかに都に報告するものとする。 

 

第１８条 修復工事に関する許認可及び届出等 

事業者は、都が修復工事に関する本協定上の義務を履行するために必要となる許認可を

取得するに際して、必要な資料の提出等協力を行うものとする。 

 

第１９条 修復工事場所の管理 

修復工事場所の管理は、事業者が、善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。 

２ 事業者は、工事期間中、自然環境の保持に万全の措置を講ずるものとする。 

３ 事業者は、工事施工により、公園施設若しくは占用物件に損害を生じたとき又は第三者 

 に損害を及ぼしたときは、自らの負担と責任において処理するものとする。 

４ 事業者は、工事期間中、来園者の安全確保に万全の対策を講じるとともに、利用に支障 

 のないように必要な措置を講ずるものとする。 

 

第２０条 修復工事における近隣対策等 

事業者は、騒音、悪臭、粉塵発生、振動、光害並びにその他修復工事が日比谷公園内近隣

施設及び日比谷公園利用者に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を

実施する。なお、事業者は、近隣対策等の実施について、事前及び事後にその内容及び結果

を都へ報告するものとする。 

 

第２１条 都による説明要求及び工事現場立会い等 

都は、修復工事が設計図書に従い実施されていることを確認するために、工事実施状況そ
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の他について、事業者に対してその説明を求めることができるものとし、また、工事現場に

おいて作業状況を確認することができるものとする。 

２ 事業者は、前項の説明及び都による確認に対して協力するとともに、都に対して必要か 

 つ合理的な説明及び報告を行うものとする。 

３ 前 2 項に規定する説明又は確認等の結果、工事実施状況が設計図書の内容と逸脱して 

 いることが判明した場合、都は、事業者に対してその是正を求めるものとし、事業者はこ 

 れに従わなければならない。 

４ 事業者は、修復工事の工期中に事業者が行う事業対象エリアの検査又は試験について、 

 事前に都に対して通知するものとする。なお、都は、当該検査又は試験に立ち会うことが 

 できるものとする。 

 

第２２条 修復工事の一時中止 

都は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、修復工事の全部又は

一部を一時中止させることができる。 

２ 都は、前項に従い修復工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認める

ときは修復工事期間を変更することができる。 

３ 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、修復工事が一時中止されている場合にお

いて、当該一時中止の原因となっている事由が止んだ場合には、修復工事の再開及び修復工

事期間の変更を行うよう都に求めることができる。 

 

第２３条 修復工事の一時中止による費用等の負担 

事業者は、前条による修復工事の一時中止により、修復工事及び事業対象エリアの維持管

理運営業務に関し、都又は事業者に増加費用又は損害が生じた場合、その増加費用又は損害

については、次の各号記載のとおりとする。 

(1) 修復工事の一時中止が都の責めに帰すべき場合は都において負担するものとする。 

(2) 修復工事の一時中止が事業者の責めに帰すべき場合は事業者において負担するもの

とする。 

(3) 修復工事の一時中止が土地または建物の契約不適合又は不可抗力等による場合の当

該増加費用又は損害の負担方法は、第 10 条、第 11 条又は第７章の規定に従うものと

する。 

 

第２４条 修復工事の完了確認 

事業者は、修復工事が完了した場合、速やかに都の完了確認を受けなければならない。 

２ 都は、事業者から、事業対象エリアの修復工事が完了した旨の通知を受けた場合、速や 

 かに完了確認を実施するものとする。 

３ 事業者は、完了確認に当たって別紙６「完了図書一覧」に定める完成図書を用意しなく 
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 てはならない。 

４ 完了確認の結果、事業対象エリアの状況が本協定、設計図書の内容と逸脱していること 

 が判明した場合、都は、事業者に対してその是正を求めるものとし、事業者はこれに従わ 

 なければならない。 

５ 事業者は、完了確認について都の承認を得るまでは、内部造作工事に着手することがで 

 きないものとする。 

６ 修復工事完了後、修復工事の概要、調査結果を編集し、別紙６に定める完成図書を都に 

 提出することとする。 

 

第２５条 所有権の確認 

本件の修復工事において付加、設置された全ての物件は、第 24 条に定める完了確認後よ

り都の所有物となることとする。 

 

第４章 管理許可及び内部造作工事 

第２６条 管理許可 

都は、第 24 条の修復工事の完了確認後、事業者に対して、管理許可エリアについて、都

市公園法第 5 条第 1 項に基づく管理許可を行うための手続きを開始するものする。 

２ 事業者は、前項の手続きに必要な書類を作成し、都に提出することとする。 

３ 事業者は、管理許可にかかる権利を、第三者に譲渡し又は転貸することはできないもの 

 とする。 

４ 事業者は、管理許可エリアにおいて行う営業の一部又は全部を第三者に譲渡すること 

 はできないものとする。 

５ 都は、管理許可に当たっては、本協定及び都市公園法、東京都立公園条例等関係法令に 

 定める条件を付すことができるものとする。 

 

第２７条 管理許可の期間 

管理許可の期間は、前条の許可を受けた日から 5 年間とする。 

２ 前項の管理許可期間終了後に、事業者が更新を希望し、かつ、事業者が事業対象エリア 

 の管理運営及び維持管理を適切に行ったと都が認めた場合は、5 年間に限り管理許可の期 

 間を更新するものとする。 

３ 管理許可の期間は、前項の更新による許可期間を含み 10 年間を限度とする。 

４ 前項の規定は、第 45 条に定める再公募に、事業者が応募することを妨げるものではな 

 い。 

５ 管理許可が第２項により更新された場合、更新に際して事業者は第 34 条に定めた返還 

 義務を負わないものとする。 
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第２８条 管理許可の使用料 

事業者は、管理許可期間中、都が定めた使用料を支払うものとする。 

２ 前項の使用料の額は、都が東京都立公園条例施行規則に定める金額とする。 

３ 都は、管理許可期間中に、社会経済情勢の変化又は年度による見直し等により、第 2 項 

 に定めた使用料を改定する場合がある。 

４ 本事業に際して都が事業者に交付した資料等に記載された旧公園資料館及び旧図書棟 

 の床面積や管理許可エリアの敷地面積と事業者が測定した床面積、敷地面積との間に差 

 異があった場合でも、本条で定める使用料は変更されないものとする。 

 

第２９条 維持管理エリアの占用 

 事業者は事業に必要な範囲で、維持管理エリアの占用許可を得ることができる。 

２ 都は、維持管理エリアの占用について、事業者に対して優先的取扱いを行うものとす 

 る。都は、事業者が占用しようとする日の 13 ヶ月前の１日（２月分については前年の１ 

 月５日）に申請を受け付けた後に、事業者以外の申請を受け付けるものとする。 

３ 事業者は、第１項により維持管理エリアを占用する際は、都が定める占用料を都に 

 支払うものとする。 

 

第３０条 内部造作工事の設計 

事業者は、本協定及び事業計画に基づき、関係法令等を遵守し、旧公園資料館及び旧図書 

棟の内部造作工事の設計業務を行わなければならない。 

２ 内部造作工事の設計に当たり、必要な調査や法令等の手続は、事業者の負担とする。 

３ 事業者は、内部造作工事の設計に関する一切の責任を負うものとする。 

４ 事業者は、自らの責任及び費用負担において適宜、都と協議の上、内部造作工事の設計 

 を行い、別紙４「設計図書一覧」に規定する設計図書等を都に提出し、都の承認を得るも 

 のとする。都は、提出された設計図書等を確認し、修正すべき点がある場合には、事業者 

 に対して修正を指示することができるものとする。 

５ 事業者は、本協定締結後速やかに、旧公園資料館及び旧図書棟の内部造作工事の実施設 

 計を行うものとする。ただし、内部造作設計は、クロスの張り替えなど建築確認申請を要 

 せず、かつ、都の認める範囲の範囲に限られるものとする。 

６ 事業者が内部造作工事の実施設計を第三者に委託する場合、当該設計者の名称、所在地 

 及び代表者等を都に対して通知するものとする。 

７ 事業者は、内部造作工事の設計を行うに当たっては、文化財実務経験者の指導助言を得 

 るものとする。 

８ 事業者は、第４項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計図書等を 

 修正し、都に提出するものとする。この場合において、都は、再度の修正が必要と認めら 
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 れるときは、事業者に対して修正を指示することができる。 

９ 事業者は、都からの指摘により、又は自ら設計図書等に不備・不具合等を発見したとき 

 は、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書等の修正を行い、修正点につ 

 いて都に報告し、その承認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等 

 が発見された場合も同様とする。 

10 事業者は、内部造作工事の設計を行うに当たり事業計画の内容に変更が必要となった 

 場合は、都の承認を得た上で変更し、変更後の内容に基づき、内部造作工事の設計を行う 

 ことができる。なお、当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生した場合、当該費 

 用は事業者の負担とする。 

11 都は、内部造作工事の設計の状況について、随時、事業者に対して報告を求めることが 

 できる。 

12 事業者は、第４項又は第９項の設計図書等を提出したこと、第８項の求めに応じて報告 

 を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れない。 

1３ 事業者は、都市公園法、建築基準法、文化財保護法、東京都文化財保護条例及びその 

 他関係法令を遵守して、内部造作工事の設計を行わなければならない。 

 

第３１条 内部造作工事の着工 

事業者は、第 26 条の管理許可を受けた後、第 29 条の設計に基づき内部造作工事に着工

できるものとする。 

２ 事業者は、内部造作工事の着工前に施工計画書（工事全体工程表を含む）を都に提出し、 

 都の承認を得ることとする。 

 

第３２条 内部造作工事における修復工事の規定の準用 

修復工事に関する第 18 条から第 23 条までの規定は、内部造作工事に関して準用する。 

 

第３３条 内部造作工事の完了確認 

事業者は、内部造作工事が完了した場合、速やかに都の完了確認を受けなければならない。 

２ 都は、事業者から、内部造作工事が完了した旨の通知を受けた場合、速やかに完了確認 

 を実施するものとする。 

３ 事業者は、完了確認に当たって別紙６に定める完成図書を用意しなくてはならない。 

４ 完了確認の結果、管理許可エリアの状況が本協定、設計図書等の内容と逸脱しているこ 

 とが判明した場合、都は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、都の求 

 めた是正に速やかに応じるものとする。 

 

第３４条 事業対象エリアの返還 

事業者は、管理許可期間が終了したとき又は許可が取り消されたときは、事業者の責任及
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び費用負担により、自己の付加又は設置する物品等を撤去するとともに、旧公園資料館及び

旧図書棟を含む管理許可エリアを本事業における管理許可開始時の状態に復して都に返還

するものとする。この場合、事業者は撤去の方法、期間について原状回復計画書を作成して

都に提出し、都の承諾を得なければならない。なお、原状回復工事の詳細については管理許

可の期間の終了 1 年前までに協議を開始し、管理許可の期間の終了半年前までに協議完了

の上決定するものとする。 

２ 第１項記載の事業者の原状回復義務の対象は、本建物設備も含むものとし、事業者は、 

 本建物設備を本事業における管理許可開始時の状態に復して都に返還するものとする。 

 ただし、事業者が、保存活用マニュアルに定められた点検、報告を適切に行っていた場合 

 は、本建物設備については、事業者が本建物設備を破損等した場合を除き、現状のまま返 

 還すればよいものとする。 

３ 事業者は、本条第１項の原状回復義務の履行に伴い、都に対して名目の如何を問わず一 

 切の金銭等の補償を請求できないものとする。 

４ 事業者は、本条第１項から第４項までの原状回復が完了したときは、速やかに都に報告 

 しなければならない。 

５ 都は、前項の報告を受けた場合、速やかに完了確認を実施するものとする。 

６ 前項の完了確認の結果、原状回復が不十分であることが判明した場合、都は、事業者に 

 対して追加の原状回復工事を求めることができる。 

７ 都は、前項の追加の原状回復工事等の完了の報告を受けた場合、再度の完了確認を実施 

 するものとする。 

８ 前項の再度の完了確認については、第６項及び第７項の規定を準用する。この場合にお 

 いて、第７項中「前項の報告」とあるのは、「追加の原状回復工事等の完了の報告」と読 

 み替えて適用する。 

９ 事業者が第１項に定める日までに原状回復を終えて管理許可エリアを明け渡すことが 

 できなかった場合、事業者は、その日の翌日から実際に管理許可エリアについて原状回復 

 が行われて明け渡された日までの期間（両端日を含む。）の日数に応じ、管理許可使用料 

 相当額の違約金を都に支払わなければならない。なお、管理許可エリアの明渡しの遅延に 

 よりこの違約金の額を超える損害が都に生じた場合、都は当該超過部分について事業者 

 に損害賠償を請求することができる。 

 

第５章 管理運営及び維持管理 

第３５条 事業対象エリアの管理運営 

事業者は管理許可期間を通して、善良なる管理者の責任において、事業対象エリアを管理

しなければならないものとし、次の各号に掲げる事項に十分な配慮を行うものとする。 

（１）旧公園資料館の文化財としての価値を維持するよう適切に保存すること。 
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（２）事業対象エリアを、日比谷公園の公園施設にふさわしいものとして適切に活用する  

  こと。 

（３）事業対象エリアを、日比谷公園の魅力向上、活性化に寄与するよう適切に管理運営 

  すること。 

（４）旧公園資料館及び維持管理エリアは、公園利用者に対し、原則として開放すること。 

２ 事業者は、管理許可エリアの休業日を設けるに当たっては、年末年始を除き原則として 

 １週間以内とするものとする。 

３ 事業者は、管理許可エリアで営業を行なうに当たっては、営業日、営業時間等について 

 は事前に都と協議し承認を得るものとする。また、営業日、営業時間等を変更する場合に 

 ついても同様とするものとする。 

４ 事業者は、日比谷公園の歴史及び旧公園資料館に関する展示等により情報発信機能を 

 確保するものとし、展示等の内容については、事前に都と協議するものとする。 

５ 事業者は、日比谷公園において催し等を実施する場合は、事前に都と協議し承認を得る 

 ものとする。 

６ その他、事業者は、事業対象エリアを保存活用マニュアルに従って管理するものとする。 

 

第３６条 事業者の運営上の責務 

事業者は、都の許可なく維持管理エリアを占用することはできないものとする。 

２ 事業者は、事業期間中、事業対象エリアの利用者の安全の確保について十分配慮すると 

 ともに、事業対象エリアの運営に伴い第三者に損害を与えたときは、遅滞なく都に報告す 

 るとともに、事業者の負担と責任において処理するものとする。 

 

第３７条 事業対象エリアの維持管理等 

事業者は、事業期間中、事業者の費用負担と責任において別紙３「都立日比谷公園内の図

面」記載の事業対象エリアを良好な状態に保つものとする。 

２ 事業者は、事業期間中、保存活用マニュアルに基づき、点検を行い、点検の結果修繕が 

 必要な箇所が発見された場合は、事業者は自らの費用負担において当該箇所の修繕を実 

 施する義務を負うものとする。 

３ 前項に関わらず、事業期間中、事業対象エリアにおいて大規模修繕が必要な損傷（壁、 

 柱、床、梁等建物の主要構造物に著しい損傷が生じた場合等）又は本建物設備の故障が発 

 生した場合、都の費用負担と責任により対応するものとする。 

４ 前項に関わらず、事業期間中、事業者が日常の点検・維持管理を怠ったこと又は事業者 

 の使用に起因し、大規模修繕が必要な損傷（壁、柱、床、梁等建物の主要構造物に著しい 

 損傷が生じた場合等）又は本建物設備の故障が発生した場合、事業者は自らの費用負担に 

 おいて当該箇所の修繕を実施する義務を負うものとする。 

５ 事業者は、事業運営期間において、あらかじめ都の承認を受けた場合を除き、事業対象 



  

12 

 

 エリアの外観、内装等の改変はできないものとする。 

６ 事業者は、第 28 条で定める使用料のほかに、事業対象エリアの運営にかかる電気、水 

 道等の使用に伴い必要となる経費を負担するものとする。 

 

第３８条 実施計画書及び実施報告書の提出 

事業者は、毎事業年度１回以上、事業対象エリアの管理運営にかかる実施計画書及び実施

報告書を作成して都に提出し、都の確認を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、都が必要と判断し提出や報告を求めるときは、実施計画書及 

 び実施報告書又は実施計画書及び実施報告書の内容その他関連する事項にかかる説明書

を速やかに提出又は口頭による説明を行わなければならない。 

 

第３９条 改善命令 

都は、前条の規定に基づく業務実施状況の確認等により、事業対象エリアの管理運営が協

定関連書類に従い適正に実施されていないと判断する場合は、事業者に対して業務の改善

を指示するものとする。 

２ 事業者は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善 

 結果について文書により都に報告し、都の承諾を得なければならない。 

 

第４０条 災害時の対応 

地震火災等の災害時に日比谷公園が、避難地又は災害復旧活動拠点として利用される場

合、事業者は適切な対応を行うものとする。詳細は、都と事業者で協議の上、別途定めるも

のとする。 

２ 不可抗力又は事故時など公園管理上必要な緊急時において、都は、事業者に対し事業対 

 象エリアの全部又は一部の利用停止を求めることができるものとし、都はこれにより発

生した事業者の増加費用又は損害を賠償する義務等一切の補償義務を負わないものとす

る。 

 

第４１条 自己責任 

事業者は、その責任と費用負担により、自ら事業対象エリアの管理運営を行うものとする。 

２ 事業対象エリアにおいて事業者が行う事業に関して、第三者との必要な協議・調整等は、 

 事業者が行うものとする。 

 

第４２条 事業対象エリアに関する権利の譲渡等の禁止 

事業者は、次条に基づき第三者に使用させる場合又は都の事前の承認を得た場合を除き、

事業対象エリアに関する権利の全部又は一部について、譲渡、担保権の設定その他一切の処

分を行ってはならず、また第三者に使用させてはならない。 
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第４３条 第三者の使用等 

事業者は、本事業の全部若しくは主たる運営を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。 

２ 事業者は、管理許可エリアを第三者に転貸してはならない。 

３ 事業者は、本事業の主たる運営を除き、本事業の一部を第三者に委託する場合は、事前 

 に書面をもって都に申請し、都の承諾を得なければならない。 

４ 事業者が第三者とフランチャイズ契約を締結し、事業者がフランチャイザー、当該第三 

 者がフランチャイジーとして管理許可エリアの管理運営を行う場合、本条第 2 項、第 3 項 

 における施設の主たる運営は、事業者が行っているものとする。ただし、事業者は第三者 

 との間で管理許可エリアの賃貸借契約若しくはこれに類する契約を締結してはならない。 

５ 前項のフランチャイズ契約とは本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用す  

 る権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供、その他の事業・経営につい 

 て統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支 

 払う委託契約若しくはこれに類する契約をいう。 

６ 事業者は、第３項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、管理許可 

 等の条件その他関係法令等を遵守させなければならない。また、事前に当該第三者の概要 

 及びその他都が要求した内容を記載した書面を都に提出するものとする。 

７ 事業者は、委託先が第 52 条第 2 項の各号までのいずれかに該当することを知った場合 

 は、直ちに都に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。 

8 事業者は、事業対象エリアを暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第 

 ６号及び千代田区暴力団排除条例第２条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関 

 係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定さ 

 れている者に使用させてはならない。 

9 事業者は、第三者に本件施設を使用させる場合においても、自ら第三者に使用させる場 

 合と同様の義務を当該第三者等に遵守させるものとし、第三者の使用に関して当該第三 

 者が都に対して負うべき責任については、事業者が都に対し直接責任を負うものとする。 

 

第４４条 立入検査等 

都は、公園管理上の必要がある場合は、事業対象エリアに随時立ち入り検査をし、資料の

提出又は報告を求めることができるものとする。 

 

第４５条 再公募 

都は、管理許可期間の満了に合わせて、事業対象エリアの運営事業者の再公募を行なうこ

とができ、事業者は、都の再公募の実施に際して都に協力するものとする。 
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第６章 都が負担する事業費 

第４６条 修復工事費 

 本事業の修復工事費として都は、事業者に対して●円を支払う。ただし、実際に要した修

復工事費が上記金額を下回った場合は、都は、事業者に対して実際に要した修復工事費を支

払うものとする。 

２ 第１項に定める修復工事費については、第 24 条に定める完了確認を都が終えた後、都 

 が事業者に対し、速やかに支払うものとする。 

３ 第１項に定める修復工事費については、次条に定める場合及び都に責めに帰す事由  

 がある場合以外は増額をしない。 

 

第４７条 修復工事費の変更等 

 物価労賃の変動により修復事業費に著しい変更をきたす場合は、別途都及び事業者で協

議して定めるものとする。  

 

第４８条 事業者の行う修復工事の契約不適合責任  

都は、旧公園資料館及び旧図書棟において事業者の行う修復工事について、本協定又は本

事業の内容に適合しないもの（都が提供する設計図どおりに修復工事が施工されていない

場合も含む。以下「契約不適合」という。）があるときは、事業者に対してその契約不適合

の修補による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を

要するときは、都は、履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、都が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行 

 の追完がないときは、都は、その契約不適合の程度に応じて第 46 条１項に定める修復工 

 事費の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催 

 告することなく、直ちに第 46 条 1 項の修復工事費の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 旧公園資料館及び旧図書棟の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定

の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事

業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、都が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 事業者の責めに帰すべき事由により修復工事に契約不適合がある場合、都は事業者に 

 対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。 

４ 都は、旧公園資料館及び旧図書棟に関し、修復工事終了後から２年以内でなければ、契 

 約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、都が負担する事業費の減額の 
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 請求又は第 52 条第 1 項第 4 号に基づく契約の解除（以下この条において「請求等」とい 

 う。）をすることができない。 

５ 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根 

 拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

６ 都が請求等が可能な期間（以下この項及び第９項において「契約不適合責任期間」とい 

 う。）の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、都が通知から 

 １年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責 

 任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

７ 都は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法（明治 

 29 年法律第 89 号）の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をす 

 ることができる。 

８ 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるとき 

 には適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。 

９ 民法第 637 条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

10 都は、事業対象エリアの修復工事に契約不適合があることを知ったときは、第４項の規 

 定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求 

 等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたとき 

 は、この限りでない。 

11 修復工事の契約不適合が旧公園資料館及び旧図書棟の腐食、朽廃等を原因とする場合 

 又は都の指図により生じた場合は、都は当該契約不適合を理由として、請求等をすること 

 ができない。 

  ただし、事業者が旧公園資料館及び旧図書棟の腐食、朽廃又は都の指図が不適当である 

 ことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

第７章 不可抗力 

第４９条 不可抗力等による損害等 

 不可抗力等により、事業者に増加費用又は損害が生じるときは、当該増加費用又は損害の

分担は次の各号のとおりとする。 

(1) 修復工事対象部分 本協定に別途記載されている場合を除き、都と事業者で協議し合

意した額を、都又は事業者が負担するものとする。 

(2) 内部造作工事対象部分 事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。 

２ 当該状況に対応するため、都及び事業者は、当該不可抗力等の影響を早期に除去すべく 

 適切な対応手順をとり、不可抗力等により相手方に発生する被害を最小限にするよう努 

 力しなければならない。 
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第５０条 不可抗力等による協定解除 

 不可抗力等により本事業の遂行が困難となった場合(事業の継続に過分の費用を要する場

合を含む。)、事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに都に対し通知し

なければならない。 

２ 前項の通知があった場合、都及び事業者は、当該通知の内容について確認し、対応方針 

 について協議するものとする。 

３ 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力等により、本事業の継続 

 が不能となったときは、都と事業者で協議の上、都は、本協定を解除することができるも 

 のとする。 

 

第８章 保証 

第５１条 管理許可に係る保証金 

事業者は、管理許可に係る保証金として、第 33 条において定める使用料の３か月分の額

を、管理許可エリアの管理許可を得る際に、その発行する納入通知書により、納付しなけれ

ばならない。 

２ 都は、第 27 条において定める管理許可の期間が満了したとき、又は第 52 条若しくは 

 第 53 条の規定により本協定が解除されたときは、事業者による第 34 条に基づく原状回 

 復措置を確認後、保証金を事業者に返還する。 

３ 都は、前項の規定により保証金を返還する場合において、事業者が都に対して次の債務 

 を有するときは、都は保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれ 

 を差し引いた額を事業者に返還するものとする。 

(1) 本協定から生じる事業者の都に対する未払使用料等の債務 

(2) 事業期聞が満了したとき又は本協定が解除、解約により終了したときにおいて、事業

者が第 34 条に基づく管理許可エリアの原状回復を行わないため、都が自ら管理許可エ

リアの原状回復を行った場合は、当該撤去等又は原状回復に要した一切の費用 

(3) 前各号のほか、本協定上、事業者が都に対して負う一切の債務 

４ 事業者は、前項の規定により、当該債務の弁済に充てる既納の保証金が当該債務の額に 

 満たないときは、その不足額を都に支払わなければならない。 

５ 保証金には利子を付さない。 

６ 事業者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

 

第９章 協定の解除 

第５２条 都の解除権 

都は、事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、事業者に対し催告を
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行った上で、本協定を解除することができる。 

(1) 別紙２の事業日程による修復工事又は内部造作工事に着手すべき期日を過ぎても、修

復工事又は内部造作工事に着手せず、30 日以上の期間を設けて催告を行っても、当該

遅延について、事業者から合理的な説明がなされないとき。 

(2) 都の承諾なく、事業対象エリアを本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき。 

(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、別紙２の事業日程による修復工事期間、内部造

作工事期間、事業運営開始期限を過ぎても工事が完成しないとき若しくは事業運営を

開始しないとき又は明らかにその見込みがないと都が合理的に認めたとき。 

(4) 前三号に掲げる事由のほか、事業者が都に提出した事業計画、公募要項等の記載事項、

都と締結した協定事項、その他本事業について都と合意した事項について重要な違反

をし、都が相当の期間を催告してもこの違反状態が解消され、かつ、その違反により本

協定の目的を達することができないと認められるとき。 

(5) 事業対象エリアにおける事業が行われない等、事業者による本事業の放棄と認めら

れる状況が、７日以上継続したとき。 

２ 都は、事業者が本事業に関して、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、

何らの催告なく、本協定を解除することができる。 

(1) 事業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号。以下「独占禁止法」という。）第 8 章第 2 節に規定する手続に従って、同法第 7 条、

第 8 条の 2、第 17 条の 2、又は第 20 条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除

措置命令が確定したとき。 

(2) 事業者が、独占禁止法第 8 章第 2 節に規定する手続に従って、同法第 7 条の 2、第 8

条の 3、又は第 20 条の 2～6 のいずれかの課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令

が確定したとき。 

(3) 事業者又はその役員若しくは使用人が、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 6

又は第 198 条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。 

(4) 事業者が、次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その

他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人に

あってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規

定する暴力団（以下この号において「暴力団」という。）の構成員、及び暴力団と関

係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以

下この号において同じ。）であると認められるとき。 

イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以下こ
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の号において同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運

営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど

暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りなが

ら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

キ 事業者が、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て、破産法（平

成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てを受け、または自らが申し立て

を行ったとき。 

ク 事業者が、公租公課の滞納処分を受けた場合 

ケ 事業者が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら運営を

休止若しくは停止した場合 

(5) 事業者が、本協定、管理許可等の許可条件又はその他関係法令等に違反する行為を行

った場合 

(6) 事業者の運営開始時期が事業者の都合により、事業計画書に示したスケジュールから

著しく遅延する等、円滑な事業実施が困難と判断される場合 

(7) 第 38 条の事業計画又は事業報告により、事業継続が不可能と都が合理的に判断した

場合    

３ 都は、都市公園法第 27 条第 2 項の規定に基づき、管理許可エリアの管理許可を取り消 

 したときは、都と事業者で協議の上、本協定を解除することができる。 

 

第５３条 事業者による協定解除 

事業者は、都がその責めに帰すべき事由により本協定に基づく都の債務を履行しない場

合で、かつ、都が事業者による通知の後 90 日以内に当該債務不履行を是正しない場合、本

協定を解除することができる。 

 

第５４条 協定解除に伴う賠償等 

第 52 条により本協定が解除された場合、事業者は、都に対して、以下に掲げる違約金を

支払わなければならない。さらに、都が被った増加費用又は損害の額が当該違約金の額を超

過する場合、都は、当該超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。 

(1) 本協定締結日から事業運営期間開始日の前日まで 

旧公園資料館及び旧図書棟の修復工事に係り都が負担する費用の10分の１に相当する

額 
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(2) 事業運営期間開始日から原状回復期間の終了日まで 

管理許可の使用料の１年分に相当する額 

２ 第 53 条の規定に基づき本協定が解除された場合、都は、事業者に対し、当該解除に伴 

 う増加費用又は損害を負担する。 

３ 第 50 条の規定に基づき本協定が解除された場合、都及び事業者は、本協定に別途記載 

 されている場合を除き、同条第３項の解除により生じた増加費用又は損害を相互に請求 

 できないものとする。 

４ 都及び事業者の合意により本協定を解除した場合、別途の合意がない限り、都及び事業 

 者は相手方に対して一切の請求をすることができない。ただし、都及び事業者は双方に生 

 じた増加費用又は損害の取扱いについて協議することができる。 

５ 第１項の場合において、第 51 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保 

 の提供が行われているときは、都は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に 

 充当することができる。 

 

第１０章 雑則 

第５５条 協議  

本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本協定の解釈に関して疑

義が生じた場合は、都と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。 

２ 本協定において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、都及び事業 

 者は、速やかに協議に応じなければならない。  

  

第５６条 著作権の使用  

都は、旧公園資料館及び旧図書棟の内部造作工事の設計図書について、都の裁量により、

これを無償利用する権利及び権限を有する。 

２ 旧公園資料館及び旧図書棟の内部造作工事の設計図書等が著作権法（昭和 45 年法律第 

 48 号）第２条第１項第１号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第２章及び 

 第３章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。 

３ 事業者は、都が旧公園資料館及び旧図書棟の内部造作工事の設計図書等を次の各号に 

 掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者（都 

 を除く。以下本条において同じ。）をして、著作権法第 19 条第１項又は第 20 条第１項 

 に規定する権利を行使し、又は行使させてはならない。 

(1) 事業対象エリアの内部造作工事の設計図書等の内容を公表すること。 

(2) 事業対象エリアの完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、都及び都が内部

造作工事設計図書等を委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の

修正をすること。 



  

20 

 

(3) 事業対象エリアを写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

(4) 事業対象エリアを増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊

すこと。 

４ 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはなら

ない。ただし、予め都の承諾を得た場合は、この限りでない。 

(1) 第２項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 

(2) 旧公園資料館及び旧図書棟の設計図書等を公表すること。 

(3) 旧公園資料館及び旧図書棟に事業者の実名又は変名を表示すること。 

 

第５７条 著作権の侵害の防止  

事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害するもので

はないことを都に対して保証する。 

２ 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したと 

 きは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。当 

 該著作権等の侵害に関して、都が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者 

 は、都に対し、当該損害及び費用の全額を補償する。 

 

第５８条 特許権等の使用 

事業者は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護

されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使

用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が都の指示による場合で、かつ、

事業者が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため都に対しその旨

指摘できなかった場合は、この限りではない。 

 

第５９条 協定上の地位の譲渡  

事業者は、本協定に別段の定めのあるほか、都の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権

利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。 

 

第６０条 秘密保持 

都及び事業者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲

げるもの以外のもの（以下「秘密情報」という。）について守秘義務を負い、相手方の事前

の書面による承諾がない限り当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本協定の目

的以外には使用しないことを確認する。 

(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった

情報 

(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 
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(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報 

(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課され

ることなく取得した情報 

(5) 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関の命令により開示を求められ

た情報 

(6) 都が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 

２ 前項の規定にかかわらず、都及び事業者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせる 

 ことを条件として、委託先や請負発注先、弁護士や公認会計士等の専門家に対して、本事 

 業の実施に必要な限りで秘密情報を開示することができる。 

３ 前項の場合において、本協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密 

 情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。 

 

第６１条 計算単位等 

本協定の履行に関して、都と事業者間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがあ

る場合を除き、計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定めるものとする。 

２ 本協定上の期間の定めは、民法（明治 29 年法律第 89 号）、会社法（平成 17 年法律第 

 86 号）及び商法（明治 32 年法律第 48 号）が規定するところによるものとする。 

３ 本協定の履行に関して、都事業者間で用いる通貨単位は、日本円とする。 

 

第６２条 相殺  

都は、事業者に対して金銭債権を有するときは、当該事業者が都に対して有する保証金返

還請求権及びその他の債権と相殺することができるものとし、不足のある場合はこれを追

徴する。 

 

第６３条 通知先等  

本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在

地宛になされるものとする。 

２ 都は、原則として事業者に対する通知等を郵送により行うものとし、前項に定める事業 

 者の名称、所在地宛に送付するものとする。ただし、緊急の場合、又は次項に規定する届 

 出のないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困難と認められると 

 きは、都は、当該時点における事業者の営業所等に対し、適当な方法によって通知を行う 

 ものとする。この場合において、当該通知等は、前段の郵送による通知等とみなす。 

３ 事業者は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく都に届け出るものとする。 

 

第６４条 準拠法  

本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。 
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第６５条 管轄裁判所  

本協定に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。 

 

第６６条 定めのない事項  

本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して

疑義が生じた場合は、その都度、都、事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。 

 

以上を証するため、本協定を２通作成し、都及び事業者がそれぞれ記名押印の上、都及び

事業者が各１通を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

東京都 

（所在地）東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

（代表者）東京都知事 小池 百合子 

 

 都と事業者とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 
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別紙１ 用語の定義 

(1) 「事業期間」とは、本協定の締結から管理許可期間の終了までの期間をいう。 

(2) 「事業運営期間」とは、事業者の事業運営開始から運営終了までの期間をいう。 

(3) 「原状回復期間」とは、事業者の事業運営終了から管理許可期間の終了までの期間をい 

 う。 

(4) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、本都の条例及び規則、これらに基づく命令、

通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機

関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。 

(5) 「第三者」とは、都、事業者以外の者をいう。 

(6) 「公募要項等」とは、令和５年５月９日付で都が公表した日比谷公園旧公園資料館等保

存・活用事業者募集要項及びその他の本公募手続に関して都が公表し又は都が開示した

資料（当該資料に関する質問回答を含む。）をいう。 

(7)  「保存活用マニュアル」とは令和５年５月作成の本事業において事業者が事業対象エ

リアにおいて行うべき事項を定めたマニュアルをいう。 

(8) 「協定関連書類」とは、本協定及び設計図書等をいう。 

(9) 「設計図書等」とは 別紙４の設計図書一覧のことをいう 

(10) 「旧公園資料館」とは、別紙３の図のピンク色の線に囲まれた部分の日比谷公園１－

６所在の２階建て（１階組積造、２階木造）の建物をいう。 

(11) 「旧図書棟」とは別紙３の図の緑色の線に囲まれた部分の日比谷公園１－６所在の１

階建て（RC 造）の建物をいう。 

(12) 「管理許可エリア」とは、旧公園資料館及び旧図書棟を含む別紙３の図の黄色の線で

囲まれた都立日比谷公園内の区域をいう。 

(13) 「維持管理エリア」とは、別紙３の図の青色の線で囲まれた都立日比谷公園内の区域 

 をいう。 

(14) 「事業対象エリア」とは、管理許可エリア及び維持管理エリアから構成される、別紙

３の図の赤色の点線に囲まれた都立日比谷公園内の区域をいう。 

(15) 「本建物設備」とは、旧公園資料館及び旧図書棟の給排水、電気、空調、換気の設備 

 をいう。 

(16) 「修復工事」とは、本協定締結後、事業者が管理許可エリアの使用を開始する前に、

旧公園資料館及び旧図書棟の屋根、外壁、設備等の改修について都が指定する内容の工事

をいう。 

(17) 「内部造作工事」とは、建築確認申請及び東京都文化財保護条例第 14 条に規定する現

状変更許可が不要で、かつ、当初材の損傷や平成 18 年施工の耐震補強部分の変更は行わ

ない、内部仕上造作や設備等の軽微な改修・整備工事をいう。 

(18) 「増加費用又は損害」とは、相当因果関係のある通常損害に限り、本事業日程が変更

されたことによる増加費用又は損害も含む。また、事業者が付保した保険により填補され
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た金額相当分を除く。 

(19) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他自然災

害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象の

うち、通常の予見可能な範囲外のもの（設計図書等で水準が定められている場合にはその

水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない

第三者による損害を含む。）であって、都及び事業者のいずれの責めにも帰すことのでき

ないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。 

(20) 「不可抗力等」とは、不可抗力、法令等の変更及びその他の都及び事業者いずれの責

めにも帰さない事由をいう。ただし、土地および建物の契約不適合は「不可抗力」に含ま

れない。 

(21) 「土地の契約不適合」とは、事業対象地に土壌汚染、地中残置物があったときをいう。 

(22) 「建物の契約不適合」とは、旧公園資料館及び旧図書棟の内部に劣化度調査の結果以

外に新たに発見された腐食、朽廃をいう。 

(23)「文化財実務経験者」とは、国、都道府県、市区町村指定文化財（建造物）、東京都景

観条例その他自治体の類する条例に定める歴史的な価値を有する建造物（歴史的建造物）

及び伝統的建造物群保存地区における伝統的建造物に係る設計、施工実績を有する者又

は文化庁主催の「文化財建造物修理主任技術者講習会」を修了した者をいう。 
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別紙２ 本事業期間 

 

 

 始期 終期 

１．修復工事期間  

 

本協定の締結日 令和６年 3 月 31 日まで 

２．修復工事完了期限 ― 令和６年３月 31 日 

３．管理許可期間 

（原状回復期間を含む。）※１ 

管理許可の日 管理許可の日から５年が経過する日ま

で 

４．内部造作工事期間  管理許可の日 令和６年５月 31 日まで 

５．事業運営開始期限 ― 令和６年６月 1 日 

６．更新後の管理許可期間 

（原状回復期間を含む。） 

更新後の管理許可の日 更新後の管理許可の日から５年が経過

する日まで 
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別紙３ 事業対象エリア詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧図書棟 

旧公園資料館 

維持管理エリア 

管理許可エリア 

事業対象エリア 
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別紙４ 設計図書一覧 

  

    ※成果物の数量は紙２部、電子データ（CD-R 等）１部とする。 

    ※都の指示により、一部書類を追加・省略することができる。 

  

提出書類一覧 

平
面
図
等 

 平面図 

 屋根伏図 

 立面図 

 断面図 

 配置図 

 求積図 

 パース図（着色、A3） 

イ
ン
フ
ラ
関
係
必
要
図
面 

給水設備 設置物件一覧 

給水引込平面図 

給水縦段面図 

給水詳細図 

排水、弱電、電気設備 設置物件一覧 

排水平面図 

排水縦段面図 

排水詳細図 

弱電引込平面図 

弱電引込縦段面図 

弱電詳細図 

電気引込平面図 

電力詳細図 
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別紙５ 工事着手・完了届 

 

工 事 着 手 届 

 

年  月  日 

 

 東 京 都 知 事 殿 

 

 住所 

                  氏名 （法人の場合は名称及び代表者の氏名※） 

 

 

 日比谷公園旧公園資料館等保存・活用事業実施協定書第●●条の規定に基づき、旧公園

資料館及び旧図書棟の修復工事について、下記のとおり着手したので届け出ます。 

 

事 業 名  日比谷公園旧公園資料館等保存・活用事業 

 

工 事 件 名   

 

工 事 場 所 

 

着手年月日 

 

工 期 
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工 事 完 了 届 

 

年  月  日 

 

 東 京 都 知 事 殿 

 

 住所 

                  氏名 （法人の場合は名称及び代表者の氏名※） 

 

 

 日比谷公園旧公園資料館等保存・活用事業実施協定書第●●条の規定に基づき、下記の

修復工事を本日完了したので届け出ます。 

 

 

事 業 名  日比谷公園旧公園資料館等保存・活用事業 

 

工 事 件 名   

 

工 事 場 所 

 

着手年月日 

 

工 期 

 

  



  

30 

 

別紙６ 完成図書一覧 

 

成果物等  

完成図書 
しゅん工図書 

施工計画書 

完成写真 完成写真 

その他関係書類 

工事費内訳書 

工事記録写真 

出来形管理、品質管理資料 

  ※成果物の数量は紙２部、電子データ（CD-R 等）１部とする。 

  ※都の指示により、一部書類を追加・省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


